
南
　
宋
　
の

類
　
省
　
試

荒

木

敏

一

28　（858）

　
【
要
約
】
　
南
宋
避
溢
建
腰
元
年
春
正
月
は
科
挙
の
省
試
を
行
う
べ
き
時
期
に
当
っ
て
い
た
が
、
靖
康
の
難
の
た
め
施
行
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
同

年
十
二
月
揚
州
の
行
在
に
駐
曝
し
て
い
た
高
宗
は
一
つ
の
詔
を
発
し
、
本
来
礼
部
が
主
宰
し
て
都
で
行
う
べ
き
省
試
を
仮
に
各
路
の
転
運
使
室
宰
の
も
と
に

州
軍
に
於
て
明
春
を
期
し
て
行
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
類
省
試
（
又
は
類
試
）
と
言
う
。
こ
の
類
省
試
施
行
の
主
要
動
機
は
全
軍
昏
乱
の
丘
口
火
の
中
を
梗

塞
せ
る
道
路
を
辿
っ
て
、
全
国
挙
人
が
仮
の
都
揚
州
に
赴
き
省
試
を
う
け
る
と
い
う
危
険
と
不
便
を
省
こ
う
と
い
う
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
類
省
試
に
よ
く
似
た
も
の
に
北
宋
仁
宗
朝
以
来
、
塾
頭
試
な
る
も
の
が
あ
り
、
矢
張
り
転
運
使
の
主
宰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
該
試
も
一
に
類
試

と
も
い
い
、
爾
宋
の
類
省
試
も
類
試
と
い
5
別
称
を
持
っ
て
い
て
甚
だ
紛
…
ら
わ
し
い
。
そ
こ
で
、
本
論
放
で
は
別
頭
試
の
起
原
と
沿
革
と
に
つ
い
て
先
ず
述

べ
、
両
者
の
区
別
を
明
に
し
、
し
か
る
後
勘
省
試
の
具
体
酌
な
る
施
行
法
と
そ
の
改
廃
変
遷
の
次
第
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
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騨
　
序

　
北
宋
最
後
の
蒼
生
の
時
、
金
軍
の
侵
竃
に
よ
っ
て
国
都
開
封
が
賊

軍
の
手
に
陥
っ
た
の
が
靖
康
元
年
閏
十
一
月
で
あ
り
、
徽
宗
・
欽
宗

以
下
の
宗
族
が
北
満
の
地
に
拉
致
さ
れ
た
の
が
翌
年
の
三
月
末
か
ら

四
月
初
に
か
け
て
で
あ
り
、
高
島
が
南
京
応
天
府
に
即
位
し
建
学
と

改
元
し
た
の
が
、
そ
の
年
の
五
月
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
応
天

府
も
金
軍
の
攻
撃
を
う
け
る
危
険
が
多
い
と
い
う
の
で
、
同
年
十
月

に
は
高
宗
は
舟
で
運
河
を
下
夢
、
揚
子
江
北
岸
に
近
い
揚
州
に
遷
り
、

こ
こ
を
行
在
所
と
定
め
た
。
そ
れ
も
束
の
閥
で
、
翌
年
二
月
に
は
金

軍
の
迫
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
　
更
に
薦
へ
、
　
揚
子
江
を
渡
り
杭
州

（
臨
安
）
に
逃
れ
、
こ
こ
を
仮
の
都
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
時
に
建

炎
三
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
か
く
の
如
く
、
首
都
開
封
の
陥
落
か
ら
、
杭
州
行
在
所
設
定
ま
で
、

約
四
年
を
要
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
四
年
間
に
三
年
一
度
の
科

挙
の
年
が
廻
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
抑
六
、
宋
代
の
科
挙
は
英
宗
治



南宋の類省試（荒木）

平
三
年
以
来
、
三
年
目
貢
の
制
が
行
わ
れ
、
北
宋
最
後
の
省
試
が
徽

宗
宣
和
六
年
（
　
一
二
四
）
に
実
施
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
．
次
回
の
省

試
は
そ
の
三
年
後
即
ち
高
運
建
炎
元
年
（
一
一
二
七
）
正
丹
に
行
う
べ

き
で
あ
っ
た
。
な
お
、
省
試
施
行
の
期
は
解
試
の
翌
年
正
月
と
す
る

の
が
こ
れ
亦
た
国
初
以
来
の
常
則
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
炎
元

年
の
正
月
と
い
え
ば
、
国
都
開
封
が
逆
軍
に
よ
っ
て
躁
翻
さ
れ
、
徽

宗
以
下
の
宗
族
が
北
部
の
地
に
拉
致
さ
れ
る
ニ
ケ
月
前
に
当
り
、
未

曾
有
の
大
混
乱
を
呈
し
た
時
で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
如
く
全
國

州
軍
よ
り
解
試
合
格
の
挙
人
を
礼
部
の
貢
院
に
集
め
て
省
試
を
施
行

す
る
こ
と
は
到
底
不
．
司
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
省
試
は
自
然
停

止
と
い
お
う
か
延
期
の
姿
の
ま
ま
で
建
炎
元
年
も
慕
れ
よ
う
と
す
る
、

十
二
月
、
揚
州
に
駐
睡
せ
る
高
宗
は
あ
る
臨
時
応
変
の
特
別
薄
暑
に

よ
り
、
省
試
を
施
行
す
べ
き
詔
を
発
布
し
た
。
特
別
措
概
と
は
本
来

蒼
都
に
於
て
礼
部
の
主
宰
し
て
い
た
省
試
を
臨
時
に
雷
雲
に
於
て
転

運
使
主
宰
の
下
に
施
行
せ
ん
と
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
、
こ
れ
を
類
省

試
又
は
単
に
酸
乳
と
い
う
。
類
省
試
は
従
っ
て
、
飽
く
ま
で
応
急
の

方
法
で
あ
り
、
非
常
時
下
に
於
け
る
無
爵
的
省
試
で
あ
っ
て
、
正
常

な
る
方
法
で
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
中
興
の
業
を
起
こ
さ

ん
と
す
る
高
宗
は
、
た
と
え
変
則
的
で
あ
っ
て
も
、
祖
宗
の
法
は
変

ず
べ
か
ら
ず
と
し
て
、
万
難
を
排
し
て
も
三
年
一
戸
の
大
原
則
は
守

り
通
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ど
言
う
決
意
に
も
と
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
十

二
月
丁
巳
に
至
っ
て
、
天
下
に
詔
し
て
、
類
省
試
な
る
竜
の
を
行
う

こ
と
に
し
、
そ
の
時
期
は
翌
年
春
正
月
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
南
宋
最
初
の
省
試
は
変
則
的
な
方
法
を
も
つ
て
開
始
さ
れ
た

が
、
こ
の
類
省
試
に
つ
い
て
、
先
人
学
者
の
論
究
屯
な
い
よ
う
な
の

で
、
こ
こ
に
そ
の
実
施
の
法
及
び
そ
の
変
遷
に
つ
き
、
さ
さ
や
か
な

論
を
草
す
る
こ
と
に
し
た
。

二
　
別
頭
試
の
起
原
と
沿
革

　
前
節
に
於
て
述
べ
た
南
宋
の
類
省
試
と
よ
く
似
た
も
の
に
北
宋
時

代
の
鳶
頭
試
が
あ
り
、
そ
れ
が
類
試
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、

紛
ら
わ
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
別
頭
試
に
つ
い
て
、
少
し
く
述
べ
て

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
出
頭
試
と
は
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
乙
節
巻
一
五
「
殿
試
不
避
親
」
に
、

国
朝
之
制
。
分
解
進
士
及
省
試
。
皆
置
別
事
場
。
以
待
挙
人
之
避
親
者
。
自

総
麻
（
三
ケ
月
）
已
上
衰
退
大
功
（
九
ケ
月
）
已
上
婚
姻
之
家
。
三
論
送
。
惟

殿
試
則
難
父
兄
為
試
宮
丘
不
避
。
蓋
以
無
別
心
之
故
習
。
　
（
カ
ッ
コ
は
著
者

の
注
以
下
同
）
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と
あ
り
、
ま
た
文
献
通
葉
巻
三
二
選
愚
考
二
士
士
に
、

旧
制
。
秋
貢
春
試
遊
観
別
頭
場
。
以
待
挙
人
之
避
親
者
。
自
総
麻
以
上
及
大

功
以
上
婚
姻
之
家
。
皆
牒
送
。

と
あ
り
、
右
の
通
考
の
交
中
に
見
え
る
秋
貢
と
は
禿
鷹
を
秋
八
月
行

う
を
以
て
斯
く
称
し
、
適
齢
と
は
翌
春
正
月
省
試
を
行
う
た
が
故
に
、

斯
く
称
す
る
の
で
、
右
の
二
文
の
要
旨
は
、
解
試
と
省
試
に
際
し
避

親
の
原
欄
（
挙
人
の
親
戚
が
考
官
で
あ
る
場
合
）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
正
式

の
解
試
と
礼
部
の
試
と
は
別
に
試
験
し
た
の
で
あ
る
。
署
し
て
解
試

の
竃
場
試
は
転
連
司
に
於
て
、
省
試
の
そ
れ
は
別
試
所
に
於
て
、
考

試
し
た
と
言
う
。

　
右
の
う
ち
転
運
司
の
許
で
行
わ
れ
る
諸
路
三
頭
試
に
就
き
て
は
宮
［

崎
博
士
が
『
科
挙
』
第
二
章
（
一
三
三
頁
）
「
書
翰
と
漕
試
と
正
忌
」

の
中
で
、
類
試
、
漕
試
、
牒
試
な
ど
の
別
称
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら

れ
、
　
「
州
の
解
試
を
受
け
ん
と
す
る
者
が
、
若
し
親
戚
が
其
の
州
の

官
吏
で
あ
っ
た
り
、
或
は
試
験
管
で
あ
っ
た
勢
し
て
、
之
を
回
避
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
時
、
及
び
官
吏
の
子
弟
が
父
兄
と
共
に
任
地
に
あ
り
、

本
籍
を
巡
る
る
こ
と
二
千
里
以
上
に
し
て
太
・
州
の
試
験
を
招
く
る
に

不
便
な
る
時
に
は
、
漕
鋼
即
ち
転
運
使
の
許
に
赴
き
、
そ
の
監
督
下

に
別
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
畠
来
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
而
し
て
文
献
通
考
巻
ご
二
選
挙
考
四
考
挙
士
景
袖
四
年
の
条
に
見

え
る
質
下
郡
の
上
言
に
、
敢
士
率
は
十
人
に
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
、

及
び
景
祐
四
年
の
創
概
に
か
か
る
こ
と
、
及
び
礼
部
の
省
試
同
様
、

封
弥
・
謄
録
を
用
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
次
に
省
試
別
口
試
に
つ
い
て
、
燕
翼
論
謀
録
巻
五
「
初
立
別
封
試
」

に
、真

宗
時
試
進
±
。
斜
里
糊
名
法
。
以
魚
津
私
之
弊
。
張
士
遜
以
監
察
御
史
為

一
挙
官
。
因
持
主
司
有
親
戚
在
進
土
。
明
王
当
引
延
。
願
出
以
避
嫌
。
主
終

止
聴
。
士
遜
二
三
享
有
去
。
真
宗
是
之
。
遂
詔
。
自
今
挙
人
与
試
筥
有
親
嫌

者
。
移
試
別
頭
。
別
試
所
自
此
始
。
且
御
史
為
巡
鋪
。
決
無
容
私
突
。
易
七

二
官
。
不
知
始
於
何
年
也
。

　
右
文
に
よ
れ
ば
省
試
話
頭
試
の
起
原
は
、
真
宗
の
時
、
監
察
御
史

張
士
遜
は
貢
院
巡
亀
虫
を
拝
命
し
た
る
と
こ
ろ
、
親
戚
の
者
に
て
進

士
に
挙
げ
ら
れ
た
る
者
あ
り
。
故
に
前
日
に
之
を
辞
退
せ
ん
と
せ
し

に
主
司
許
さ
ず
。
真
宗
遂
に
尊
し
て
、
今
後
挙
人
が
省
試
に
赴
か
ん

と
す
る
に
、
そ
の
親
戚
が
考
訂
と
な
れ
る
時
は
、
別
に
試
験
す
る
こ

と
に
し
た
。
こ
れ
が
省
試
別
記
試
の
始
め
で
あ
り
、
而
し
て
そ
の
試

験
場
を
別
邸
所
と
言
っ
た
と
あ
る
。

　
右
記
事
は
宋
史
巻
三
一
一
張
士
爵
の
伝
に
竜
見
え
て
い
る
。
ま
た
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幣宋の類管試（瀧木）

長
編
巻
六
八
で
は
張
士
遜
は
巡
鋪
官
で
は
な
く
、
監
門
官
に
任
ぜ
ら

れ
た
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、

大
中
祥
符
元
年
四
月
。
先
是
監
察
御
史
張
士
道
為
貢
二
等
門
官
。
時
貢
挙
初

用
糊
名
色
法
。
士
遜
日
主
司
。
有
親
戚
在
進
士
中
。
明
日
当
引
試
。
願
出
忌

避
嫌
。
主
調
虚
蝉
。
士
遜
乃
自
言
。
引
表
。
上
是
之
。
記
名
於
御
漏
。
遂
詔
。

臼
今
挙
人
与
試
官
有
親
嫌
者
。
蕾
移
試
別
頭
。
云
々
。
撮
註
〕
自
慢
幽
鵬
趾
阻
朋

　
右
の
長
編
の
記
載
に
よ
り
先
掲
論
謀
録
の
文
頭
に
「
真
宗
時
」
と

あ
る
は
大
中
祥
符
元
年
な
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
於

て
、
考
官
の
親
戚
を
別
試
し
た
こ
と
は
必
ず
し
も
絶
無
で
は
な
く
、

例
え
ば
文
献
通
考
巻
三
〇
選
挙
考
三
身
士
に
、

、
太
宗
直
門
二
年
。
令
考
官
親
戚
転
籍
。

ど
晃
え
る
。
た
だ
右
の
「
別
試
」
が
斜
路
の
別
試
か
省
試
の
別
試
か

遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
。

　
ま
た
唐
代
に
も
別
杯
試
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
唐
書
巻
四

四
徳
宗
貞
元
六
年
中
七
九
〇
）
の
条
に
、

　
初
礼
部
侍
郎
心
懸
移
黙
考
功
。
謂
之
別
頭
。

と
あ
り
、
こ
れ
が
恐
ら
く
唐
代
歯
頭
試
の
始
で
あ
ろ
う
。
ま
た
曝
書

同
巻
文
宗
太
和
一
二
年
（
八
二
九
）
の
条
に
も
厳
罰
試
が
考
功
員
外
郎
の

手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
あ
る
。

太
和
三
年
。
高
鑓
為
考
功
員
外
郎
。
取
士
有
不
当
。
監
察
御
史
銚
中
立
又
奏

停
考
功
別
へ
蹟
試
一
。
　
六
年
。
侍
郎
蟹
舗
坤
又
爽
復
ウ
～
。

と
あ
り
。
蓋
し
開
元
二
十
終
年
（
七
三
六
）
以
前
は
周
知
⑤
如
く
基
部

考
雨
樋
外
郎
が
貢
挙
を
主
宰
し
同
年
以
後
は
礼
部
が
主
宰
す
る
こ
と

に
な
っ
た
関
係
上
、
塔
頭
試
を
行
う
も
の
は
考
功
不
一
外
郎
と
定
め
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
　
類
省
試
の
起
原
・
沿
革

　
序
文
に
於
て
南
渡
の
交
、
国
家
非
常
時
に
際
し
、
礼
部
に
て
省
試

を
行
う
こ
と
は
至
難
と
な
っ
た
こ
と
、
即
ち
金
軍
の
侵
入
に
よ
る
混

乱
の
た
め
、
挙
人
の
赴
試
が
極
め
て
圏
難
と
な
っ
た
に
因
り
、
磁
路

に
て
量
り
に
省
試
を
行
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
而
し
て
こ

れ
を
類
省
試
と
言
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
国
家
の
非
常
時
に
処
す
る

た
め
、
科
挙
も
臨
時
に
応
急
の
便
法
が
講
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
、
類
省

試
に
つ
い
て
は
先
ず
皇
宋
中
興
両
朝
憲
政
巻
二
に
よ
れ
ば
、

建
炎
「
7
5
年
十
有
二
月
。
詔
。
諸
路
転
運
脚
類
省
試
。
以
待
親
策
。
先
繰
諸
州

発
墨
進
士
。
当
以
今
春
試
礼
部
。
会
国
難
不
勝
。
上
追
福
梗
難
赴
。
乃
命
諸

路
提
刑
罪
黒
駁
。
即
転
運
司
所
在
乙
類
劣
試
。

と
あ
り
、
ま
た
通
考
巻
三
二
選
挙
考
五
に
爾
く
、
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窩
宗
建
炎
元
年
。
認
麟
。
國
象
設
科
取
人
。
制
爵
義
士
。
歳
月
等
陰
陽
之
信
。

法
令
如
金
石
之
堅
。
覧
頃
縁
窟
戎
侵
犯
京
曇
。
髪
致
四
方
之
儒
。
配
葱
三
歳
罵

言
。
尊
長
筋
於
語
語
。
潟
上
鎌
而
贋
試
。
深
慮
心
馳
。
寛
侍
湊
旬
。
叱
罵
灘

行
宮
。
時
巡
方
嶽
。
非
若
申
楽
当
遠
近
際
会
。
可
使
四
方
得
道
芝
之
均
。
遵

従
権
宣
。
創
立
規
制
。
分
礼
關
之
耐
酸
。
就
諸
路
之
漕
蟹
。
韓
謹
択
於
考
窟
。

用
精
蒐
於
実
学
士
。
省
労
費
。
郷
蒸
野
鶴
。
悉
預
計
催
。
以
至
親
策
。
敷
告

多
士
。
威
体
至
懐
。
雪
道
今
提
刑
司
選
宮
。
即
転
運
置
型
。
頻
軍
引
試
。
使

，
翻
或
判
官
一
人
蛮
之
。
河
東
路
附
京
西
転
運
司
。
二
子
監
・
開
封
府
人
就
試

於
留
守
司
。
御
史
一
人
董
之
。
国
子
聖
人
願
競
本
路
試
者
聴
。

と
あ
h
ソ
、
ぎ
た
｛
木
史
巻
一
五
山
ハ
選
挙
士
心
墨
に
は
、

高
説
建
炎
初
。
駐
鐸
揚
州
。
時
方
粥
武
。
念
士
人
不
能
至
行
在
。
下
詔
諸
道

提
刑
・
歩
運
二
選
官
α
即
澱
司
。
州
軍
引
試
。
二
二
或
判
宮
一
人
董
之
。
河

，
東
路
附
京
西
転
乱
言
。
国
子
監
・
開
封
府
就
試
於
留
守
司
。
命
御
史
一
入
董

之
。
国
予
三
人
願
就
回
路
三
者
聴
。

と
あ
る
。
宋
会
要
輯
稿
選
挙
四
挙
士
に
は
類
省
試
と
い
わ
ず
類
試
と

言
っ
て
い
る
。
即
ち
、

建
炎
元
年
士
一
月
百
。
詔
。
諸
道
進
土
野
京
省
試
。
今
春
兵
革
。
田
塗

年
。
国
家
急
於
取
土
。
已
降
指
揮
。
来
年
正
月
鎖
院
。
縁
巡
幸
非
久
居
。
盗

賊
未
息
滅
。
道
路
梗
阻
。
士
人
赴
試
雰
便
。
可
将
省
試
合
取
分
数
。
下
諸
路
。

美
徳
刑
司
差
等
。
転
運
司
所
在
州
類
試
，

と
あ
る
ひ
宋
室
爾
遷
と
い
う
国
難
に
際
し
、
四
方
の
士
子
兵
火
の
た

め
交
通
杜
絶
し
、
礼
部
の
試
に
赴
く
こ
と
困
難
と
な
り
建
細
動
年
春

の
省
試
が
施
行
娼
来
な
か
っ
た
の
で
、
建
炎
二
年
春
行
う
べ
き
省
試

を
権
り
に
転
運
司
を
し
て
行
わ
し
め
、
従
来
の
礼
部
省
試
合
格
の
数

を
夫
々
廉
潔
に
分
ち
、
且
つ
漕
憂
を
し
て
考
官
を
精
選
せ
し
め
、
司

を
置
き
、
　
州
軍
に
て
士
子
を
引
試
す
る
。
　
而
し
て
転
運
使
及
び
転

運
綱
三
又
は
判
官
一
人
を
し
て
監
督
さ
せ
る
。
　
（
類
し
て
後
に
引
用
せ

る
朝
野
雑
記
甲
集
巻
ご
二
に
よ
れ
ば
十
四
人
に
一
人
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
）
ま
た
国
子
監
解
試
及
開
封
府
解
試
は
留
守
司
に
於
て
行
い
、

御
史
一
人
を
し
て
之
を
董
辞
せ
し
む
る
こ
と
に
し
た
。

　
漸
く
の
如
く
、
本
来
、
三
選
二
年
正
月
、
礼
部
に
て
行
わ
れ
る
べ

．
き
省
試
な
臨
時
に
歩
路
に
お
悟
て
、
国
運
司
の
監
督
下
に
て
行
わ
し

　
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
宋
登
科
一
二
臼
（
占
考
巻
　
一
三
）
に
あ
る

如
く
「
軍
興
り
し
を
以
て
路
に
分
ち
て
類
省
試
す
」
る
こ
と
が
決
め

　
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
面
…
し
て
類
省
試
は
従
来
の
転
浅
識
の
試
（
類
試
）

　
〔
仁
宗
量
祐
四
年
創
設
〕
を
い
わ
ば
拡
大
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　
　
さ
て
次
に
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
巻
二
瓢
「
類
省
試
」
に
よ
れ

ば
、
十
四
人
に
一
人
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、

類
省
試
嚢
。
始
高
宗
在
揚
州
。
以
軍
興
道
梗
。
建
炎
元
年
十
二
月
。
遂
命
諸
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道
提
刑
司
選
官
。
語
調
司
勝
在
州
類
試
。
率
十
四
人
而
取
一
人
。
開
封
法
面

宮
監
試
。
諸
道
令
提
刑
臨
時
実
封
移
牒
。
爆
睡
一
員
。
不
得
預
考
校
。
霧
既

掲
。
遠
方
之
士
。
多
訴
共
不
公
。

と
あ
る
。

　
さ
て
類
省
試
は
そ
の
後
如
何
に
発
展
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、

類
省
試
を
各
路
で
実
施
し
て
見
る
と
、
色
々
弊
害
が
出
て
来
た
。
中

で
も
考
官
に
そ
の
人
を
得
る
こ
と
が
禺
来
な
い
と
言
う
重
大
な
欠
陥

が
露
量
さ
れ
た
。
言
う
迄
・
も
な
く
、
省
試
は
中
央
三
都
に
て
六
部
の

尚
書
を
は
じ
め
、
翰
林
学
士
の
如
き
近
臣
の
鉾
な
た
る
三
々
が
知
貢

挙
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
他
、
三
三
・
三
三
の
如
き
文
学
の
重
臣
が
参

詳
官
、
点
検
嘗
に
動
員
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
至
公
中
正
な
る

試
験
が
行
わ
丸
得
て
、
士
心
を
三
三
さ
す
こ
と
も
出
来
た
。
と
こ
ろ

が
、
地
方
で
は
か
か
る
大
物
の
儒
臣
や
高
官
を
試
験
窟
と
し
て
選
差

す
べ
き
術
も
な
い
。
そ
こ
で
ど
ら
し
て
も
三
二
の
三
三
が
生
じ
非
難

が
起
こ
っ
て
来
た
わ
け
で
、
遂
に
紹
興
三
年
（
一
二
三
二
）
類
省
試
を

廃
罷
し
、
従
来
の
如
く
省
試
は
礼
盤
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち

建
火
沢
以
来
澱
m
年
要
録
黒
仕
点
ハ
九
に
旧
～
＼
、

紹
興
三
年
冬
十
月
。
戊
申
。
詔
。
今
後
省
試
並
赴
行
在
。
自
誤
路
置
類
省
試
。

飼
行
之
緻
噛
翻
意
。
議
慨
側
副
サ
為
姦
。
｝
轟
轟
廟
隔
弊
且
論
証
。
太
丁
朝
省
試
。
　
必
於
六
顧
照
臨
澱
則

・
翰
林
学
士
鋤
骨
知
挙
。
諸
行
侍
郎
給
事
中
宿
新
知
挙
。
卿
監
為
部
落
官
。

館
職
学
官
為
点
検
宮
。
又
以
御
史
監
視
。
故
能
灘
公
議
当
。
露
里
面
心
。
今

盗
賊
騨
息
。
道
路
已
逓
。
若
以
此
試
復
還
礼
部
。
不
過
断
聴
路
漕
司
所
蔵
。

輪
之
行
在
。
剛
必
裕
然
有
除
夷
。
詔
検
坐
累
降
指
揮
。
申
厳
行
下
。
於
是
遂

罷
諸
路
三
三
。

　
右
文
に
よ
れ
ば
、
回
路
類
省
試
の
弊
害
に
鑑
み
て
、
自
宗
は
紹
興

三
年
類
省
試
を
廃
罷
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
三
州
に
踏
み
切
っ
た

動
機
は
金
の
侵
入
が
一
時
中
絶
し
た
の
で
、
道
路
の
交
通
が
稽
な
円

滑
に
通
じ
始
め
、
行
在
に
省
試
を
復
帰
さ
せ
て
も
大
丈
夫
と
す
る
見

込
が
つ
い
た
こ
と
。
ま
た
諸
回
漕
試
の
費
用
を
行
喪
に
引
揚
げ
る
こ

と
が
出
来
、
経
費
の
上
に
於
て
竜
有
利
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
も

依
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
し
か
し
、
三
三
興
四
年
六
月
に
至
っ
て
三
一
に
の
み
．
類
省
試
は
附
仮

活
さ
れ
る
。
三
会
三
口
三
選
三
四
考
試
条
制
に
、

紹
興
四
年
六
月
十
四
絹
（
要
録
作
壬
辰
）
詔
。
川
映
合
同
省
試
挙
人
。
令
宜
撫
司

於
隅
司
州
軍
置
説
述
。
選
差
有
出
身
渚
彊
見
任
転
運
使
副
。
或
提
翌
日
獄
宮
。

充
監
試
。
於
逐
路
見
任
京
朝
官
内
。
等
差
有
出
身
翰
任
館
職
学
官
。
或
有
文

学
宮
。
充
考
試
富
。
務
依
公
精
掬
考
校
。
杜
絶
請
託
不
公
之
弊
無
生
繊
株
隙
酋
要

　
即
ち
州
軍
に
試
験
場
を
設
け
、
現
在
の
科
挙
出
身
の
転
運
裂
離
又

は
提
点
刑
獄
官
よ
り
選
差
し
て
監
無
官
に
充
任
す
る
。
題
し
て
路
の
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現
任
京
朝
拳
闘
よ
夢
、
科
挙
出
身
に
し
て
か
つ
て
館
職
・
学
官
に
任

ぜ
ら
れ
た
も
の
を
選
差
し
て
考
試
官
に
充
て
た
と
言
う
。

　
建
炎
以
来
薄
墨
要
録
巻
七
七
所
載
同
月
同
臼
（
壬
贋
）
の
文
に
は
、

右
宋
会
要
輯
稿
と
同
じ
き
文
を
載
せ
、
そ
の
次
に
続
け
て
、
川
陳
の

み
に
行
い
し
別
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

先
是
認
省
試
並
就
行
在
。
至
是
礼
部
侍
郎
兼
侍
講
陳
与
義
奏
。
娼
陳
道
遠
。
，

恐
挙
人
不
能
如
期
。
故
令
類
試
焉
。

　
右
文
に
よ
れ
ば
省
試
は
す
べ
て
行
在
に
て
行
わ
れ
、
類
，
省
試
は
廃

止
さ
れ
て
い
た
が
、
川
陳
よ
砂
の
道
は
余
り
に
遠
く
、
陳
西
の
挙
人

は
省
試
期
日
に
間
に
合
う
よ
う
に
行
在
に
到
着
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
そ
こ
で
矢
張
り
類
省
試
を
復
活
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
礼
部
侍

部
陳
与
義
の
奏
請
に
依
っ
て
実
現
さ
れ
た
と
言
う
。

　
以
上
、
蝿
頭
試
及
び
頬
省
試
に
つ
き
概
略
述
べ
た
が
、
要
す
る
に

宋
代
の
転
運
使
は
二
つ
の
科
挙
試
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一
は
北
宋

の
時
二
親
及
遠
方
挙
人
の
た
め
の
諸
路
念
頭
試
で
あ
り
、
二
は
南
宋

に
入
り
て
非
常
事
態
に
処
す
る
た
め
行
在
に
て
行
う
べ
き
省
試
を
臨

時
に
乱
書
使
が
代
行
し
た
類
省
試
で
あ
る
。

四
　
州
三
二
省
試
の
分
離

　
南
宋
時
、
は
じ
め
川
陳
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
類
省
試
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
の
後
、
四
川
、
陳
西
が
夫
女
鞍
部
を
独
立
さ
ぜ
て
行
う
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
高
宮
母
樹
九
年
（
一
一
三
九
）
に
始
ま
る
。
宋

史
巻
一
五
六
㎜
越
挙
士
ゆ
二
に
、

紹
興
九
年
。
以
険
振
挙
人
久
糟
北
境
。
理
宣
優
虫
薬
四
川
比
。
令
礼
部
別
尋

取
放
つ
川
陳
分
類
試
額
。
自
此
始
。

と
。
ま
．
た
文
献
通
考
巻
三
一
一
選
挙
考
五
挙
白
に
、

紹
興
九
年
。
詔
。
鋏
西
久
険
偽
境
。
与
四
川
垣
下
。
必
不
能
中
程
式
。
其
令

礼
都
。
措
綴
別
号
取
放
。
冷
帯
分
類
試
額
。
自
此
始
。

と
あ
砂
、
ま
た
皇
宋
中
興
両
朝
聖
政
巻
二
五
「
四
川
分
類
掛
額
」
に

は
、紹

興
九
年
十
有
一
月
乙
丑
。
戸
部
侍
郎
周
輩
言
。
阪
西
士
人
学
術
各
野
拙
於

為
文
。
若
鶏
四
川
類
試
。
必
不
能
中
程
。
乞
甥
立
野
号
。
上
臼
。
陳
西
久
論

異
境
。
験
欲
加
斗
遠
方
。
可
令
礼
部
潮
齢
。
訴
陳
分
類
試
．
額
。
肖
此
始
。

と
あ
り
。
此
等
の
記
載
を
綜
合
す
る
に
、
戸
部
侍
郎
野
津
の
豊
町
に

よ
り
、
従
来
発
墨
は
一
体
と
な
っ
て
類
省
試
が
行
わ
れ
て
来
た
が
、

騎
西
は
久
し
く
夷
狭
の
手
に
侵
さ
れ
、
従
っ
て
四
川
と
共
に
試
験
を

行
う
と
、
陳
西
の
挙
入
は
大
低
実
力
低
き
た
め
、
鰍
落
者
が
多
く
出

る
。
そ
こ
で
、
四
川
と
陳
西
と
を
別
六
に
字
号
を
立
て
て
、
考
試
し
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よ
う
と
書
う
奏
言
で
あ
る
が
、
高
射
は
若
干
変
更
し
て
賜
川
・
陳
西

の
試
射
を
夫
女
別
に
し
て
試
験
を
行
お
う
と
云
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
な
お
従
来
、
四
川
陳
西
を
合
併
し
て
考
試
を
行
っ
た
経
緯
に
つ
い

て
は
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
湯
巻
一
三
「
類
省
試
」
に
依
れ
ば
、

紹
興
元
年
六
月
。
始
選
択
諸
路
構
想
。
或
帥
守
中
詞
学
悪
人
。
総
其
事
〔
類

省
試
。
〕
隠
張
魏
公
選
宣
撫
処
置
使
。
以
便
宜
今
摺
陳
挙
人
。
即
厚
司
州
類
省

試
。

と
あ
る
如
く
、
張
魏
公
（
張
濃
、
三
国
公
に
封
ぜ
ら
れ
し
を
以
て
名
付
く
）

の
宣
撫
三
三
使
た
り
し
時
（
紹
興
元
年
）
、
川
陳
を
一
つ
に
し
て
類
省

試
を
行
・
り
こ
と
に
φ
な
っ
た
。
建
炎
以
来
繋
年
藤
ダ
M
録
面
四
五
紹
興
ニ
ル
年
点
ハ

月
甲
戌
に
は
、
右
の
事
情
に
つ
き
更
に
詳
細
な
る
謙
明
を
与
え
て
い

る
。
日
く
、

言
藩
論
諸
路
空
運
司
類
膚
試
。
挙
人
多
訟
共
不
公
。
若
丘
伽
全
旧
臣
差
宮
。

慮
有
私
請
。
欲
於
帥
臣
部
使
者
中
。
択
文
学
之
臣
。
領
其
事
。
詔
。
江
東

西
・
福
建
・
広
策
。
委
帥
臣
呂
頗
浩
、
朱
勝
非
、
程
遇
、
趙
存
誠
。
両
漸

委
憲
臣
施
嗣
。
荊
湖
・
広
廉
委
臥
蚕
孫
緩
、
王
次
翁
。
共
灘
陳
路
令
張
渡

　
、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
’

於
帥
臣
監
司
内
。
選
差
有
出
身
人
。
分
鎮
路
分
。
令
茶
塩
司
選
宮
如
前
詔
。

右
文
を
説
明
す
る
要
も
あ
る
ま
い
が
、
た
だ
張
竣
が
川
挾
路
に
於
け

る
類
省
一
試
ハ
の
虫
獄
任
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
音
心
し
て
お
こ
う
。

　
ざ
て
、
独
立
分
離
後
の
四
川
類
省
試
の
考
官
組
織
は
、
四
m
川
の
特

殊
的
文
化
地
域
欺
る
に
鑑
み
た
の
で
あ
ろ
う
、
勅
命
に
よ
っ
て
監
試

主
文
の
官
を
任
命
差
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
建
炎
以
来

朝
野
雑
記
甲
集
巻
一
三
「
四
川
類
省
試
官
」
に
、

四
州
類
省
試
宮
。
身
丈
差
寄
試
主
文
之
外
。
制
㎜
直
司
差
考
試
官
四
民
。
以
有

出
身
知
州
県
。
点
検
試
野
宮
十
員
。
以
京
官
選
人
熱
士
望
考
充
。
別
試
所
剣

但
差
小
試
官
二
員
擶
已
。
旧
號
試
主
文
皆
差
提
転
。
近
歳
多
以
郡
守
為
之
。

而
考
試
官
亦
差
回
弐
。
棄
郡
穿
之
旧
任
館
三
三
或
不
差
。
非
故
典
也
。

と
あ
る
。
ま
た
監
試
主
文
の
下
に
在
る
属
官
に
関
す
る
右
文
の
説
明

を
纒
め
る
と
、

〔
四
州
類
省
試
〕

　
監
試
霊
文
　
　
一
入

　
考
試
富
　
　
　
四
人
　
科
挙
出
身
の
知
州
よ
り
制
置
司
が
差
遣
す
。

　
点
検
試
巻
官
　
十
人
　
京
官
選
人
の
声
望
あ
る
者
よ
り
制
縫
司
が
差
遣
す
。

〔
四
川
類
省
試
別
試
所
〕

　
小
弓
官
　
　
　
二
人

　
監
試
主
文
　
　
一
人
…
…
（
も
と
各
提
飛
使
特
旨
使
が
差
し
た
が
、
近
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
郡
守
が
之
に
為
る
）

右
の
主
文
監
試
は
知
貢
挙
に
当
る
も
の
で
、
最
高
責
任
窟
で
あ
夢
、

恐
ら
く
編
題
を
掌
り
、
成
績
審
査
の
最
後
的
判
定
を
下
し
、
そ
の
他
、
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試
験
執
行
に
対
す
る
照
付
役
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
考
試

官
は
そ
の
下
に
あ
っ
て
手
分
け
し
て
実
際
に
堅
巻
の
採
点
審
査
に
当

っ
た
こ
と
は
、
解
試
や
省
試
の
場
内
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
四
川
の
み
を
特
別
扱
に
し
て
こ
の
地
に
類
省
試
を
施
行
し
た
の
は
、

も
と
よ
り
、
首
都
ま
で
の
道
程
が
遠
く
、
三
年
一
度
上
京
の
直
入
の

苦
労
を
軽
減
す
る
た
め
と
、
四
川
の
文
化
程
度
高
き
た
め
、
特
に
制

度
と
し
て
充
分
整
備
す
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
四
川
地
方
の
挙
人
に
は
遠
方
の
故
を
以
て
、
優
遇
的

な
処
置
を
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
一
面
永
年
の
閥
に
は
四
川
類
省

試
に
弊
害
竜
現
れ
て
来
て
、
廃
止
を
献
言
す
る
も
の
あ
り
。
要
録
巻

一
七
七
に
、

紹
興
二
十
有
七
年
五
月
乙
亥
。
初
朝
廷
以
蜀
道
遠
。
命
挙
人
即
寅
撫
制
置
司

類
省
試
・
行
之
既
久
。
議
詣
。
音
量
為
不
能
無
弊
。
欲
罷
之
。
悉
令
赴
南
省
。

事
下
国
†
監
。
権
尚
書
兵
部
侍
郎
兼
祭
酒
揚
椿
臼
。
蜀
士
多
貧
。
蒲
使
之
経

三
峡
。
冒
重
湖
。
狼
狽
万
里
。
可
乎
。
欲
去
此
弊
。
一
二
試
得
人
足
英
。
遂

請
選
差
清
彊
一
塁
行
郎
曹
以
上
一
人
。
往
榿
其
事
。
妨
令
外
司
〔
宇
〕
停
賓
客

子
弟
。
力
班
行
者
赴
省
。
籐
不
在
遣
巾
。
七
日
宰
執
進
呈
。
詔
付
礼
蔀
。
其

後
本
部
乞
。
士
人
願
赴
南
省
者
。
給
主
動
。
選
官
不
行
。
除
従
之
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
四
川
地
方
の
挙
人
も
行
在
に
至
ら
し
め
て
、
省

試
を
受
け
さ
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ヶ
輿
論
が
起
っ
て
来
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
楊
椿
は
反
対
論
を
唱
え
、
蜀
の
乱
入
は
貧
乏
な
上
に
半
道

の
遠
き
を
恋
し
て
上
京
す
る
。
所
謂
「
三
峡
の
難
を
経
て
，
重
湖
を

　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
も
　
　
　
や
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ

冒
し
、
狼
狽
す
る
こ
と
万
里
で
あ
る
。
こ
れ
で
果
し
て
よ
い
の
か
」

と
齋
っ
て
い
る
。
従
っ
て
四
川
類
省
試
に
三
雲
あ
り
と
せ
ば
、
監
黒

子
に
そ
の
人
を
得
る
よ
う
に
改
め
た
ら
よ
い
と
言
う
。

　
ま
た
紹
興
二
十
九
年
（
一
一
五
九
）
三
月
甲
申
に
は
監
僚
官
、
考
試

官
各
一
人
を
中
央
朝
廷
か
ら
命
令
を
出
し
て
選
蕪
す
る
こ
と
。
別
試

筆
の
試
も
同
様
に
一
人
ず
つ
選
差
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
建
炎
以
来

繋
年
記
録
巻
一
八
一
に
、

紹
興
二
十
有
九
年
三
月
甲
申
。
権
礼
部
侍
郎
孫
道
夫
言
。
四
川
省
類
試
。
已

降
指
揮
。
選
差
監
試
・
考
試
官
各
一
員
。
今
看
詳
。
別
試
所
収
試
避
親
進
士
。

其
利
害
関
防
。
桜
之
類
省
試
。
事
体
無
異
。
欲
望
亦
自
朝
廷
選
差
挙
試
並
考

試
窟
各
一
員
。
所
貴
選
挙
尽
公
。
黒
熱
聖
世
取
士
之
意
。
従
之
。

と
見
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
先
是
、
紹
興
二
十
九
年
（
一
一
五
九
）
三
月
丙
辰
朔
に
詔
に
よ
る
と

今
後
四
川
類
省
試
は
九
月
十
五
日
に
始
め
る
こ
と
。
考
試
官
、
監
試

官
各
一
民
は
帥
臣
騰
機
内
よ
り
朝
廷
み
ず
か
ら
が
選
差
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
岡
書
巻
一
八
一
に
、
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南宋の類省試（荒木）

紹
興
二
十
有
九
年
三
月
丙
辰
朔
。
詔
。
今
後
四
川
類
試
。
用
九
月
十
五
臼
鎖

院
。
朝
廷
於
帥
威
監
司
内
。
選
差
考
試
嘗
・
監
試
嘗
各
一
員
。
於
鎖
院
二
十

B
前
。
那
金
牢
脾
。
遣
降
指
揮
。
在
院
官
吏
。
如
有
挾
私
違
戻
。
令
監
試
径

行
劾
奏
。
籐
宮
制
置
積
精
煽
選
差
。
務
壷
公
明
。
不
得
筍
簡
。

と
あ
る
。
監
試
官
及
考
試
官
を
朝
命
に
よ
っ
て
選
差
す
る
が
、
鎖
院

の
二
十
日
前
に
金
字
牌
を
胴
い
七
指
揮
（
任
命
）
を
遣
降
し
た
と
い
う

の
も
、
従
来
の
非
難
に
鑑
み
、
任
命
手
続
に
も
特
に
留
意
し
た
こ
と

を
…
不
し
、
ま
た
、
監
試
官
を
し
て
在
細
民
官
の
私
営
的
行
為
や
違
法

行
為
を
弾
劾
奏
上
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
も
、
撫
来
る
限
り
、
四

川
省
試
の
厳
正
さ
を
保
持
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
欝
う
ま
で
も

な
い
。

　
以
上
、
南
宋
初
期
に
お
け
る
科
挙
、
殊
に
本
試
験
た
る
省
試
が
如

何
に
し
て
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
類
省
試
な
る
も
の
が
創
設
さ
れ
、

そ
れ
が
二
回
行
わ
れ
て
、
廃
止
と
な
っ
た
が
、
再
び
旧
事
に
復
活
さ

れ
、
後
に
川
陳
は
四
川
・
陳
西
各
々
試
額
を
分
け
て
行
わ
れ
る
に
至

っ
た
経
過
を
述
べ
た
。
・
非
常
時
下
の
特
殊
な
る
省
試
と
し
て
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

｝．

`
、
、
一
…
、

　M
v一．rN－V

執
筆
者
紹
介

渡中隔小君木粒荒宮
辺山松玉塚崎岡木下
　　　新　　　　 美
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大
阪
学
事
。
洞
大
学
講
師

京
都
学
芸
大
学
教
授

京
都
大
学
大
学
院
学
生

鹿
児
島
大
学
助
教
授

大
阪
外
園
語
大
学
講
師

閣
凶
諏
回
学
院
∴
八
学
助
教
授

京
都
大
学
教
授

大
阪
大
学
教
授

大
阪
市
立
大
学
教
授
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The’　’ kand－lord”Economyin　the　・Later　Edo　Era．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M・ichiko　MiYashi’ta

　　Though．the＄e．．王｝ave．be合簸．．nianY醜Onographs　ok　the．．1a班dlord．．sy鏡e磁．

by　anaiyzihg　’elach”managementl　this　’article　tries，tQ　analyze　not．’only’

the’agricultural　’m2nagenient　but　also　sorne　aspect＄　beside　the　agricu；．’一．

tural　managenient　whieh　had　more　or　less　some’importance　in　aetual・

landlerd　manageinents，　to　studY　correlation　of　these　’aspects，　and　tp．．

grasp’@as　a　whole　the　movement’of’　the　landiord　management．．

　　In．the　case　bf．　the　Shind・真．銅faniily　here圭且th圭s　article，　t葱eir

agricultttiTal　management，　trade　of　cows，　and　loaning，　or　their　managing　・

tmits，’@changed，　’but　gen’eraMy　speaking，　after　the　1〈ansei．一Bunk’4　．agigic

一女化．や倒iod　as．a　transit圭on　per至od，圭nactivity　of漁eir．cow　trade

’cauSed　’reductioh　of　theSr　agricul’tural　management．　・arid　dulf　1oaning，

’and　what”is　more，　aiong’with’ 垂盾盾秩@harvest　of　cotton，　’the　important

a・pect・f・9・ieulbuerai．…a・a卿e・t　m・v・d．　t・th・圭・te…t．　fa雌ng，．

and　their　loaning　was　1imited　to　a　petty　leaning，　through　the　process

of　Whibh　the　1’≠獅р撃盾窒пf　systera　beeomes’　clear　in　the　course　e！　time．

　　　　　　　LSi．一hsgng－Shih類省試in　South　Sung　Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshika乞u　Araki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Owing　to　the　invasion　of　Chin　金and　fa11　of　the　Capital　Kai－

Fan　開封・　the　state　exarPinatibn　could　not　be　held　in　January　bf

．the敷串t．year　of　Chien一　Yen建：炎．　The．鷺mかeror　Kai－tsung高宗，

for　the　sake　6f　convlnience，　decided　to　conduct　the　examination　on

．the　responsibility　of（フ肋。η一y伽一Shih転落使instead　of　on　the．responr

．・圭bility・f乙蜘礼部．　Thi・ex・mi・’ ≠狽堰En　w・s・・a11・d脇醜9一・hih

．類省試or　Lei－Shih類試．　In　this　treatise　I　intend　to　explain　syste卑

’and　vic圭ssi綴des　of　Lei－hse”ng－ShiJz圭n　south－Siカ8・dynasty．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（978＞


